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市
民
交
流　
　
　
　
　
　
　

社
交
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー

【
要
予
約
】

　

高
齢
者
の
健
康
保
持
と
交
流
の
場

で
す
。
楽
し
い
ひ
と
と
き
を
笑
顔
で

過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

【
時
】＝
10
月
22
日（
土
）18
時
30
分
〜

21
時

【
所
】＝
市
総
合
福
祉
会
館
２
階（
永

利
町
）

【
対
象
】＝
ど
な
た
で
も

【
参
加
料
】＝
８
０
０
円（
会
場
使
用

料
、
飲
み
物
代
な
ど
）

【
申
込･

問
合
先
】＝
ダ
ン
ス
・
サ
ー

ク
ル「
リ
ン
ク
川
内
」　

城
じ
ょ
う
の
し
た下

０
９
０（
９
５
８
４
）１
６
８
５

て
ら
や
ま
ん
ち　
　
　
　
　

元
気
は
つ
ら
つ
ス
ク
ー
ル

　

本
市
を
支
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

シ
ニ
ア
世
代
の
方
へ
、
て
ら
や
ま
ん

ち
か
ら「
お
・
も
・
て
・
な
・
し
」を

さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

【
時
】＝
11
月
４
日（
金
）９
時
〜
15
時

＊
雨
天
決
行

【
所
】＝
少
年
自
然
の
家

【
内
容
】＝

▼ 

ス
ポ
ー
ツ
の
秋
＝
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

ゲ
ー
ム

▼ 

食
欲
の
秋
＝
羽
釜
の
ご
飯
、
豚
汁
、

鶏
肉
と
き
び
な
ご
の
炭
火
焼

【
対
象
】＝
市
内
に
居
住
す
る
60
歳
以

上
の
方

【
定
員
】＝
先
着
40
人

【
参
加
料
】＝
１
人
６
０
０
円

【
準
備
す
る
も
の
】＝
活
動
し
や
す
い

服
装
、
着
替
え
、
屋
内
シ
ュ
ー
ズ
、

帽
子
、
タ
オ
ル
、
飲
み
物
な
ど

【
申
込
開
始
】＝
10
月
12
日（
水
）か
ら

【
申
込
方
法
】＝
電
話　

＊
受
付
時
間
は
９
時
〜
17
時

＊
月
曜
日
は
休
所
日

＊ 

介
護
予
防
元
気
度
ア
ッ
プ
事
業
の

対
象
事
業
で
す
。

【
申
込
・
問
合
先
】＝
少
年
自
然
の
家

（
29
）２
１
１
４

て
ら
や
ま
ん
ち
森
の
学
校　

中
級
者
の
た
め
の　
　
　
　

木
工
旋
盤
教
室（
旋
盤
Ⅱ
）

　

木
の
ぬ
く
も
り
を
感
じ
る「
ク
ス

ノ
キ
で
作
る
世
界
に
一
つ
だ
け
の
時

計
」を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

【
時
】＝
11
月
11
日（
金
）

▼
午
前
の
部
＝
９
時
〜
12
時

▼ 

午
後
の
部
＝
13
時
15
分
〜
16
時
15

分
＊
ど
ち
ら
か
選
択
く
だ
さ
い
。

【
所
】＝
少
年
自
然
の
家　

ふ
れ
あ
い

工
房

【
内
容
】＝
ク
ス
ノ
キ
の
時
計
を
製
作

【
対
象
】＝
市
内
に
居
住
す
る
方

【
定
員
】＝
先
着
14
人

＊
午
前
・
午
後
の
部
各
７
人

＊
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り

【
参
加
料
】＝
１
５
０
０
円（
材
料
代
）

【
準
備
す
る
も
の
】＝
汚
れ
て
も
い
い

服
装
、
タ
オ
ル
、
飲
み
物
な
ど

【
申
込
開
始
】＝
10
月
19
日（
水
）９
時

か
ら

【
申
込
方
法
】＝
電
話

＊
受
付
時
間
は
９
時
〜
17
時

＊
月
曜
日
は
休
所
日

＊ 

介
護
予
防
元
気
度
ア
ッ
プ
事
業
の

対
象
活
動
で
す
。

【
申
込
・
問
合
先
】＝
少
年
自
然
の
家

（
29
）２
１
１
４

知
っ
て
得
す
る　
　
　
　

「
国
際
理
解
講
座
」　　
　
　

〜
日
本
語
を
考
え
る
〜

　

外
国
人
の
流

り
ゅ
う
ち
ょ
う
暢
な
日
本
語
を
聞
い

て
、「
日
本
語
は
簡
単
な
の
か
な
」と

思
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
当
た

り
前
に
使
っ
て
い
る
日
本
語
の
音
声
、

語ご

い彙
、
表
記
な
ど
そ
の
特
性
に
に
つ

い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

【
時
】＝
11
月
19
日（
土
）13
時
30
分
〜

15
時

【
所
】＝
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー

【
講
師
】＝
鹿
児
島
純
心
女
子
大
学
教

授　

田た
は
ら
よ
し
こ

原
良
子
氏

【
定
員
】＝
20
人

＊
受
講
無
料

【
申
込
方
法
】＝
直
接
、
電
話
、
フ
ァ

ク
ス
、
電
子
メ
ー
ル

【
申
込
・
問
合
先
】＝
市
国
際
交
流
協

会（
22
）７
７
４
０

（
22
）７
７
３
０

kssb@
ninus.ocn.ne.jp

統
計
調
査
員

　

各
種
統
計
調
査
に
携
わ
る
統
計
調

査
員
の
登
録
者
を
募
集
し
ま
す
。

【
登
録
条
件
】＝
次
の
条
件
を
満
た
す
方

▼ 

20
歳
以
上
の
方
で
、
責
任
を
持
っ

て
調
査
事
務
を
遂
行
で
き
る
方

▼ 

秘
密
の
保
護
に
関
し
、
信
頼
の
お

け
る
方

▼ 

税
務
・
警
察
・
選
挙
に
直
接
関
係

な
い
方

▼ 

そ
の
他
、
不
適
格
と
思
わ
れ
る
職

業
な
ど
に
就
い
て
い
な
い
方

＊
毎
月
の
仕
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
応
募
方
法
】＝
電
話

【
応
募
・
問
合
先
】＝
本
庁
企
画
政
策

課
企
画
総
務
Ｇ（
内
線
４
８
５
２
）

暮
ら
し
の　
　
　
　
　
　
　

何
で
も
行
政
相
談
所
開
設

　

10
月
17
日（
月
）か
ら
23
日（
日
）は
、

行
政
相
談
週
間
で
す
。
そ
の
一
環
と

し
て
、
暮
ら
し
に
関
す
る
行
政
へ
の

相
談（
登
記
、
税
金
、
年
金
、
道
路
、

社
会
福
祉
な
ど
）や
日
常
生
活
に
お

け
る
法
律
相
談（
成
年
後
見
、
相
続
、

契
約
、
財
産
、
近
隣
ト
ラ
ブ
ル
、
境

界
問
題
な
ど
）に
各
種
相
談
機
関
が

無
料
で
応
じ
ま
す
。

【
時
】＝
10
月
21
日（
金
）10
時
30
分
〜

15
時

【
所
】＝
川
内
文
化
ホ
ー
ル　

第
１
会

議
室

【
相
談
機
関
】＝
鹿
児
島
地
方
法
務
局
、

熊
本
国
税
局
、
鹿
児
島
国
道
事
務
所
、

川
内
年
金
事
務
所
、
鹿
児
島
県
、
薩

摩
川
内
市
、
県
弁
護
士
会
、
県
司
法

書
士
会
、
県
土
地
家
屋
調
査
士
会
、

行
政
相
談
委
員
、
鹿
児
島
行
政
評
価

事
務
所

【
問
合
先
】＝
鹿
児
島
行
政
評
価
事
務

所
行
政
相
談
課

０
５
７
０（
０
９
０
）１
１
０

行
政
書
士
会
川
薩
地
区
支
部

会
員
に
よ
る
無
料
相
談
会

　

支
部
所
属
の
会
員
が
交
代
で
相
談

に
当
た
り
ま
す
。
秘
密
は
固
く
守
り

ま
す
。

【
時
】＝
10
月
22
日（
土
）10
時
〜
15
時

【
所
】＝
川
内
文
化
ホ
ー
ル

【
内
容
】＝
相
続
、
遺
言
、
財
産
管
理
、

成
年
後
見
、
交
通
事
故
、
離
婚
問
題
、

法
的
書
類
作
成
、
行
政
手
続
き
の
相

談　

他

【
予
約
・
問
合
先
】＝
鹿
児
島
県
行
政

書
士
会
川
薩
地
区
支
部　

針
山

（
27
）１
１
０
７

０
９
０（
６
１
６
２
）２
９
７
０

鳥
獣
被
害
防
止
運
動

　

県
で
は
、「
鳥
獣
被
害
防
止
運
動
」

期
間
を
設
け
、
野
生
鳥
獣
に
よ
る
農

作
物
被
害
の
防
止
・
軽
減
を
図
り
ま
す
。

【
時
】＝
９
月
１
日（
木
）〜
10
月
31
日（
月
）

【
テ
ー
マ
】＝
集
落
ぐ
る
み
で
鳥
獣
を

「
寄
せ
付
け
な
い
」取
り
組
み
を
実
践

し
ま
し
ょ
う
。

被
害
防
止
の
ポ
イ
ン
ト

① 

取
り
残
し
野
菜
や
果
物
な
ど
は
放

置
せ
ず
、
適
切
に
処
理
す
る
こ
と

で
、農
地
や
集
落
内
に
鳥
獣
の「
え

さ
場
」を
無
く
し
ま
し
ょ
う
。

② 

耕
作
放
棄
地
の
草
払
い
や
緩
衝
帯

の
設
置
な
ど
、
農
地
に
近
づ
け
な

い
環
境
づ
く
り
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

併
せ
て
電
気
柵
な
ど
、
侵
入
防
止

施
設
の
設
置
と
管
理
を
適
切
に
行

い
ま
し
ょ
う
。

＊ 

電
気
柵
は
、
周
囲
の
安
全
確
認
と

正
し
い
設
置
方
法
に
心
掛
け
ま

し
ょ
う
。

③ 

鳥
獣
の
姿
を
見
掛
け
た
ら
、
住
民

が
協
力
し
て
追
い
払
う
こ
と
で
、

鳥
獣
の
人
慣
れ
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

【
問
合
先
】＝

▼ 

本
庁
農
政
課
農
業
振
興
Ｇ（
内
線

４
２
２
３
）お
よ
び
各
支
所
地
域

振
興
課
産
業
振
興
Ｇ（
鹿
島
支
所

は
産
業
建
設
Ｇ
）

▼
北
薩
地
域
振
興
局
農
政
普
及
課

　

（
25
）５
５
３
０

交
通
災
害
共
済
に　
　
　
　

加
入
し
ま
し
ょ
う

　

交
通
災
害
共
済
の
掛
け
忘
れ
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
交
通
事
故
に
遭
わ
れ
、

け
が
を
さ
れ
た
方
に
、
医
療
機
関
で

実
際
に
治
療
を
受
け
ら
れ
た
日
数

（
７
日
以
上
が
対
象
）に
応
じ
て
見
舞

金
を
支
給
す
る
制
度
で
、
随
時
加
入

で
き
ま
す
。
万
が
一
の
事
故
に
備
え

ま
し
ょ
う
。

【
加
入
資
格
】＝
市
内
に
住
民
登
録
し

て
い
る
方（
外
国
人
住
民
を
含
む
）

【
共
済
掛
金
】＝
一
人
５
０
０
円

＊ 

年
度
途
中
加
入
者
に
つ
い
て
も
同

額
で
す
。

【
共
済
期
間
】＝
共
済
掛
金
納
入
日
の

翌
日
か
ら
平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で

【
申
込
方
法
】＝
本
年
２
月
に
各
世
帯

に
送
付
し
た「
交
通
災
害
共
済
加
入

申
込
書
」に
よ
り
、
市
指
定
金
融
機

関
ま
た
は
本
庁
２
階
公
金
取
扱
所
で

掛
金
を
納
入
し
て
く
だ
さ
い
。

＊ 

加
入
申
込
書
を
紛
失
し
た
り
、
加

入
人
数
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、

再
発
行
し
ま
す
。
問
合
先
ま
で
連

絡
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】＝
本
庁
市
民
課
企
画
総
務

Ｇ（
内
線
２
５
６
３
）ま
た
は
各
支
所

地
域
振
興
課
市
民
生
活
Ｇ（
鹿
島
支

所
は
市
民
福
祉
Ｇ
）

既
存
住
宅
改
修　
　
　
　
　

環
境
整
備
事
業
補
助
金

　

予
算
の
範
囲
内
で
、
追
加
募
集
を

行
い
ま
す
。

【
補
助
対
象
者
】＝
次
の
要
件
を
全
て

満
た
す
方

▼ 

本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ

れ
て
い
る
方

▼ 

原
則
と
し
て
、
改
修
工
事
を
行
う

住
宅
に
居
住
し
、
所
有
す
る
方

▼
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

【
補
助
対
象
工
事
】＝

▼ 

住
宅
の
機
能
の
維
持
お
よ
び
向
上

の
た
め
に
行
う
改
修
工
事（
増
築

を
含
む
）で
、
改
修
工
事
に
係
る

経
費（
消
費
税
含
む
）が
20
万
円
以

上
で
あ
る
こ
と

▼ 

市
に
登
録
さ
れ
て
い
る
市
内
の
施

工
業
者
に
依
頼
す
る
工
事
で
あ
る

こ
と

【
補
助
金
の
額
】＝
補
助
率
20
％（
上

限
20
万
円
）

＊ 

た
だ
し
、
同
時
に
60
万
円
以
上
の

住
宅
の
耐
震
改
修
工
事
を
行
う
場

合
は
、
一
律
20
万
円

【
受
付
開
始
】＝
10
月
18
日（
火
）９
時

か
ら

【
受
付
件
数
】＝
10
件
程
度（
先
着
順
）

【
特
記
事
項
】＝

▼ 

交
付
決
定
前
に
工
事
に
着
手
し
た

場
合
、
補
助
金
は
交
付
さ
れ
ま
せ

ん
。

▼ 

平
成
29
年
３
月
15
日（
水
）ま
で
に
、

実
績
報
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

▼ 

交
付
申
請
書
は
、
施
工
業
者
が
代

理
で
持
参
し
て
も
結
構
で
す
が
、

一
人
一
件
と
し
ま
す
。

▼ 

補
助
金
の
交
付
申
請
は
、
同
一
住

宅
に
つ
き
、
一
回
限
り
で
す
。

▼ 

詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

【
申
請
・
問
合
先
】＝
本
庁
建
築
住
宅

課
建
築
指
導
Ｇ（
内
線
３
６
４
３
）ま

た
は
甑
地
域
４
支
所
地
域
振
興
課
建

設
水
道
Ｇ（
鹿
島
支
所
は
産
業
建
設

Ｇ
）

危
険
廃
屋
等
解
体
撤
去　
　

促
進
事
業
補
助
金

　

予
算
の
範
囲
内
で
、
追
加
募
集
を

行
い
ま
す
。

【
補
助
対
象
者
】＝
市
内
に
所
在
す
る

危
険
廃
屋
な
ど
の
所
有
者
や
、
所
有

者
か
ら
委
任
を
受
け
た
方
で
、
市
税

を
滞
納
し
て
い
な
い
方

【
補
助
対
象
工
事
】＝

▼ 

工
事
に
要
す
る
費
用（
消
費
税
含

む
）が
30
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と

▼ 
解
体
工
事
の
資
格
を
持
ち
、
市
内

に
本
店
ま
た
は
営
業
所
を
有
す
る

施
工
業
者
に
依
頼
す
る
工
事
で
あ

る
こ
と

【
補
助
金
の
額
】＝

▼ 

危
険
廃
屋
は
、
工
事
費
の
３
分
の

１（
上
限
30
万
円
）

▼ 

景
観
支
障
廃
屋（
甑
島
）は
、
工
事

費
の
２
分
の
１（
上
限
45
万
円
）

【
補
助
対
象
と
な
ら
な
い
工
事
】＝

▼ 

解
体
撤
去
完
了
の
日
か
ら
３
年
以

内
に
、
売
却
や
建
築
な
ど
跡
地
利

　

用
の
計
画
が
あ
る
も
の

▼ 

同
一
敷
地
ま
た
は
同
一
所
有
者
に

お
い
て
、
過
去
に
当
該
補
助
金
の

交
付
を
受
け
た
も
の

【
受
付
開
始
】＝
10
月
20
日（
木
）９
時

か
ら

【
受
付
件
数
】＝
50
件
程
度（
先
着
順
）

【
特
記
事
項
】＝

▼ 

交
付
決
定
前
に
工
事
に
着
手
し
た

場
合
、
補
助
金
は
交
付
さ
れ
ま
せ

ん
。

▼ 

平
成
29
年
３
月
15
日（
水
）ま
で
に
、

実
績
報
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

▼ 

詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

【
申
請
・
問
合
先
】＝
本
庁
建
築
住
宅

課
建
築
指
導
Ｇ（
内
線
３
６
４
２
）ま

た
は
甑
地
域
４
支
所
地
域
振
興
課
建

設
水
道
Ｇ（
鹿
島
支
所
は
産
業
建
設

Ｇ
）

相
　
談

お
知
ら
せ
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